
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】浜松市都市計画課地域計画グループ 
住所：〒４３０－８６５２  浜松市中区元城町１０３－２ 

TEL：457－2371 FAX：457－2164  E-MAIL:toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

浜松市都市計画マスタープラン ニュース 
第１１号  平成２１年１１月

区 名 日 時 会 場 
南 区 12 月 14 日（月）19:00～ 南区役所 ３階 大会議室 

北 区 12 月 15 日（火）19:00～ 北区役所 ３階 31 会議室 

浜北区 12 月 17 日（木）19:00～ 浜北区役所 北館３階 大会議室 

中 区 12 月 18 日（金）19:00～ まちづくりセンター ２階 第１、第２研修室 

天竜区 12 月 21 日（月）19:00～ 天竜保健福祉センター ２階 会議室 

西 区 12 月 22 日（火）19:00～ 西区役所 ３階 大会議室 

東 区 12 月 25 日（金）19:00～ 東区役所 ３階 31・32 会議室 

 

  

パパブブリリッックク・・ココメメンントト及及びび市市民民説説明明会会をを開開催催ししまますす！！！！  

浜松市都市計画マスタープランは、市民の皆さんの意見を聞きながら策定しています。

 そこで、これまでの検討結果を市民の皆さんにご報告するとともに、再度、計画に対す

る皆さんの意見を伺うために、下記の日程で「パブリック・コメント」及び「市民説明会」

を開催します。 

 ぜひ、皆さんの意見をお聞かせください！ 

《市民説明会》 
都市計画マスタープラン(案)の内容をご説明し、皆さ

んからのご質問やご意見などをお聞きします。 

区別の構想については、開催会場の区についてご説明

いたしますので、その他の区の構想についてもご関心の

ある方は、それぞれの区の会場へお越しください。 

 

《パブリック・コメント》 
都市計画マスタープラン(案)を市民の皆さんに公表し、皆さ

んから寄せられた意見などを案に取り入れることができるか

どうかを検討します。 

寄せられたご意見などに対しての市の考え方は、後日、市の

ホームページなどで公表（平成２２年４月予定）します。 

 
実施期間 平成２１年１２月１４日(月)～平成２２年１月１８日(月) 

 
案の閲覧

及び配布 

都市計画課（市役所６階）、北部都市計画事務所（浜北区役所南館１階）、区役所

区振興課（南区は総務企画課）、地域自治センター、市政情報室（市役所北館２階）、

公民館、まちづくりセンター（中区中央一丁目）等で配布 

市ホームページ（トップ→生活インデックス→社会参加→広聴→浜松市パブリック・

コメント制度）に掲載 

意見の 
提出方法 

意見書（様式は問いません）に、住所、氏名、電話番号、Ｅメールを書いて、直

接または郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで都市計画課へ 

安全・安心な暮らし

ができるように 

なってほしいね！ 

土地利用は公共

交通との連携を重

視するんだね！ 

12 月5 日号の広報はま

まつでもお知らせしてい

ます。ご覧ください！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次回策定検討会議について～ 
 次回、「第１３回浜松市都市計画マスタープラン策定検討会」は、平成２２年２月中旬を予定して

います。日程等の詳細は、決まり次第、市のホームページ等でお知らせします。 

第１２回策定検討会を開催しました。 
平成２１年１０月５日に浜松市役所において、「第 1２回 

浜松市都市計画マスタープラン策定検討会」を開催しました。 
 

《主な議題》 

都市計画マスタープラン(素案)とりまとめについて 
 

第１２回策定検討会における主な意見 
 

■「集約型都市構造」の表現について 
将来都市構造を表す言葉として、「浜松型コンパクトシティ」という表現は定義があいまいで分か

りにくかったので、別の表現になったことは好ましい。しかし、代わりに出てきた「集約型都市構造」

という表現も、分散型の都市全体を集約するという意味に捉えられかねない。「集約型」という表現

を残すなら、拠点を決めてそこへ都市機能を集約するということがわかるように表現すべき。 

■その他、図や表現について、わかりやすくするための意見などをいただきました。 

【第１２回策定検討会の様子】 

 

豊かな自然環境との共生と都市活力の向上を図りつつ、市民
の快適な暮らしを可能とする拠点ネットワーク型都市構造の
構築を図ります。 

拠点ネットワーク型都市構造とは、都市機能が集積した複数
の拠点形成と公共交通を基本とした有機的な連携による都市
構造であり、これにより低炭素都市形成や効率的な都市経営が
可能となる集約型の都市構造の実現に繋げていきます。 

【都市計画マスタープランが目指す“将来都市像”】 

多彩に輝き、持続的に発展する都市 
～みんなが幸せになれるまち・はままつ～ 

地域生活拠点・

観光交流拠点・

産業活力創出

の帯等を見直し

ました！ 

将将来来都都市市構構造造((案案))  
策定検討会などで出た意見を受け、検討を重ねた最新案です！ 

説明会当日はこの案をもとに説明します！！ 


